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処分基準
（未設定の場合
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基準の制定根拠

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

訪問販売業務の停止命令等

特定商取引に関する法律第８条第１項、第68条
特定商取引に関する法律施行令第19条

　知事は、訪問販売において、違法及び不当な行為を行った事業者又は法に規定された
指示に従わなかった事業者に対し、二年以内の期間を限り、業務の全部又は一部を停止
すべきことを命ずることができる。この場合において、事業者が個人である場合にあって
は、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範
囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることが
できる。

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）
【参考】特定商取引に関する法律第３条、第３条の２第２項、第４条から第６条、第７条、第
８条

（業務の停止等）
第八条　主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第
四条から第六条までの規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪
問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそ
れがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わない
ときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業
務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販
売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期
間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人（人格のない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。）の当該業務を担当する役員（業務を執行
する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表
者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同
じ。）となることの禁止を併せて命ずることができる。
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